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監修にあたって
　政治資金規正法は、政党その他の政治団体や政治家の政治活動に伴う
政治資金の規正を通じて、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健
全な発達に寄与することを目的とする法律です。
　昭和23年に議員立法により制定された当時は、政治資金の流れを国民の
前に公開し、国民の不断の監視と批判を仰ぐことによって政治資金の「規正」
を行うことを主な内容とするものでした。
　しかし、その後に発生した政治資金にまつわる疑惑問題などの反省から、
政治資金そのものを量的・質的に規制していく「規制」法としての性格を強
めていくこととなります。昭和41年の黒い霧事件や昭和49年の金権選挙を契
機とした昭和50年改正、航空機疑惑問題を契機とした昭和55年改正、リクルー
ト事件を契機とする平成６年の政治改革などにより、企業その他の団体のする
政治活動に関する寄附の制限の強化などが図られるとともに、政治資金の透
明性の向上、政治資金についての規制の実効性の確保が図られ、平成11年
改正においては企業その他の団体の資金管理団体に対する寄附が禁止され
たことにより、企業その他の団体が寄附できる先は、政党・政治資金団体に
限定されることとなりました。また、日歯連事件を契機として平成17年には政治
団体間の寄附について新たに上限額が設けられました。
　その後、平成18年から19年にかけての政治資金の使途に関する疑惑を契
機として、平成19年には、７月改正において、資金管理団体による不動産の
取得等の制限、資金管理団体の収支報告における明細の記載等の義務付
け経費の範囲の拡大が行われ、さらに12月には、国会議員に関係する政治
団体について、収支報告の際の登録政治資金監査人による政治資金監査の
義務付け、収支報告における明細の記載基準額の引き下げ等、少額領収書
等の写しの開示制度の創設などを内容とする大改正が行われました。
　本書は、このような長い歴史を持つ政治資金規正法の内容について、一
般の方々の理解の一助となるようできる限り平易に解説を加えるとともに、読者
の立場に応じて参照しやすいものとなるよう構成にも配慮されております。本書
が多くの方々に利用され、政治資金規正法に対する理解を深めていただくこと
ができれば幸いです。
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政治資金規正法施行令･･･････････････････････････････････････････････････････ ･189
政治資金規正法施行規則･････････････････････････････････････････････････････ ･204
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第 4部 様　式　集

設立

届出台帳

異動

会計

指定

政治団体設立届─────政治団体：共通 ････218
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得票総数届───────政治団体：政党 ････221
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収入簿─────────政治団体：共通 ････233
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政治資金団体指定届─政治団体：政党（政資）････226
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国会議員氏名届･──政治団体：管理・その他 ････224
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政党の状況等に関する届･─政治団体：政党 ････286
支部証明書───────政治団体：政党 ････287
国会議員関係政治団体に該当する旨の通知────
･ 政治団体：国関 ････293

資金管理団体届出事項の異動届･────────
･ 政治家（政治団体：管理）････292
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運用簿･─────────政治団体：共通 ････239
記載要領（収入簿／支出簿／運用簿）･･･････ ･239

資金管理団体指定届─政治家（政治団体：管理）････289
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政治資金パーティー
特定パーティー開催計画書─政治家／会社などの団体／個人･･･････････････ ･288
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収支の状況（その２〜16）･─政治団体：共通 ････248
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政治団体への政治資金の流れ･･････39
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収支報告書の記載事項の概要
　（収入・支出関係）･･･････････････54・55
収支報告書の記載例（資金管理団体
　（国会議員関係政治団体））･････ 56〜83
政治家個人に関する政治資金の流れ･････93
会社などの団体の政党・政治資金団体
　に対してする寄附の年間限度額･････99
寄附の量的制限等の概要･････････ 105
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寄附金（税額）控除の手続きの流れ･････ 118

図　表

凡　例 ◆第１部第３章／政治団体では、各団体が該当する項目が一目
でわかるように、政党（政党）、政資（政治資金団体）、管理（資金
管理団体）、国関（国会議員関係政治団体）、その他（その他の
政治団体）のマークを配しております。なお、すべての政治団体に
該当する項目には、共通マークを配しております。検索の際などに
お役立てください。
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第１部
規正のポイント 	政治資金規正法の基本

政治団体や政治家などによる政治活動が公明かつ公正に行われるよ
うに、政治活動のための資金（政治資金）の収支の公開やそのやりとり
などを規正して、民主政治の健全な発達に寄与することです。
� 〔政治資金規正法１条関係〕

政治資金の規正については２つの考え方があります。ひとつは、政治
資金の流れを広く国民に公開し、その是非についての判断は国民に
任せるという考え方です。もうひとつは、政治資金のやりとりを直接制限
するという考え方です。
� 〔政治資金規正法１条・２条関係〕

政治資金の流れを公開するための方法として、収支報告書の提出義
務とその公開制度が設けられています。政治団体は毎年１回、年間の
政治資金の収支について報告書（収支報告書）を作成し、これを総務
大臣または都道府県の選挙管理委員会に提出しなければなりません。
提出された収支報告書の要旨は、官報または都道府県の公報を通じ
て公表されるとともに、公表後３年間は一般の人々が収支報告書の閲
覧または写しの交付を請求できることとされています。

政治資金のやりとりを制限するための方法として、量的な面からの制
限、寄附を提供する側に着目した質的な面からの制限、その他公正な
やりとりを実現するための措置などが定められています。量的制限に
は、１人の寄附提供者が１年間に寄附できる総量を制限する総枠制限
と、１人の寄附提供者が同一の者に対して１年間に寄附できる額を制
限する個別制限とがあります。
※方法の体系については、次のページをご覧ください。

目　　的

基本的考え方

方　　法

ポイント

ポイント

ポイント
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政治資金規正法の基本

政
治
資
金
の
規
正

政
治
資
金
の
収
支
の
公
開

運用の制限

その他公正な
流れを担保す
るための措置

①収支報告書の要旨の公表
②収支報告書の閲覧及び写し
　の交付

①会社等のする寄附の制限
②公職の候補者の政治活動に
　関する寄附の制限

①一定の補助金等を
　受けている会社等
②赤字会社
③外国人・外国法人等
④他人名義・匿名

①寄附のあっせんに係る威迫
　的行為の禁止
②意思に反するチェック・オフの
　禁止
③寄附等への公務員の関与制
　限　　　　　　　　　　等

政
治
資
金
の
授
受
の
規
正
等

寄附者と寄附
の対象者によ
る制限

寄附の質的制
限

寄附の量的制
限等

①総枠制限
②個別制限
③政治資金パーティーの対価
　の支払に関する制限

※政治団体の区分に応じ、収支報告の適正の確保等の観点から、次のような特例があります。
○政党、政治資金団体
　・自主監査及び収支報告書に監査意見書を添付
○資金管理団体
　・収支報告に関する特例（人件費以外の経常経費の明細、保有不動産等の利用状況）
○国会議員関係政治団体
　・収支報告に関する特例（人件費以外の経常経費の明細）
　・登録政治資金監査人による政治資金監査及び収支報告書に政治資金監査報告書を添付
　・少額領収書等の写しの開示制度

※

による寄附禁止
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第１部
規正のポイント 	規正法の適用を受けるもの

政治資金規正法は、政治資金を受ける側と、政治資金を提供する側
の双方に適用されます。政治資金を受ける側とは、政治団体と政治家
です。政治資金を提供する側とは、個人、会社などの団体や政治団体
です。

ポイント

会社などの団体

規正法の適用を受けるもの

政
治
資
金
を
受
け
る
側

政
治
資
金
を
提
供
す
る
側

政治団体

会社などの団体

個人※

※個人には、政治家も含まれます。

政治家

政　　党

会　　社

労働組合・職員団体

その他の団体

政治資金団体

資金管理団体

その他の政治団体

支　部

支　部

国会議員関係政治団体

政治団体

規正法の適用を受けるもの
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政治団体とは、次のような団体です。
①政治上の主義や施策を推進・支持し、または反対することを本来の
目的とする団体
②特定の政治家を推薦・支持し、または反対することを本来の目的と
する団体
③上記のようなことを本来の目的としていないが、次のようなことを主た
る活動として組織的かつ継続的に行う団体
　 政治上の主義や施策を推進・支持し、または反対すること
　 特定の政治家を推薦・支持し、または反対すること

〔政治資金規正法３条関係〕

政治団体とみなされる団体
①政治上の主義や施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が
主宰するもの、または主要な構成員が国会議員であるもの（政策研
究団体）
②政治資金団体

〔政治資金規正法５条関係〕

文化団体などでも政治団体に該当する場合（上記③）
文化団体や労働団体などのように、外見上は政治目的以外の目的を
掲げている団体であっても、事実上は政治活動を主たる活動として組
織的かつ継続的に行っていれば、政治団体に該当します。ふだんは文
化活動などを行っており、選挙の時だけ特定の候補者を支持するよう
な団体は、これに該当しません。

政党とは、政治団体のうち次のいずれかの要件を満たす団体です。
①国会議員が５人以上所属していること
②次のいずれかの選挙における得票率が、全国を通じて２％以上であ
ること
　 前回の衆議院議員総選挙における小選挙区選挙
　 前回の衆議院議員総選挙における比例代表選挙
　 前回または前々回の参議院議員通常選挙における選挙区選挙
　 前回または前々回の参議院議員通常選挙における比例代表選挙
� 〔政治資金規正法３条関係〕

	 規正法の適用を受けるもの

ポイント

ポイント

ケース解説

政治団体

政　　党
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収支の状況（その２）

翌 年 へ の 繰 越 額

金 額
員 数

（1）　個人の負担する党費又は会費

（2）　寄附
ア　寄附（イを除く。）の区分 金　　　　　　　　額 備　考

イ　政党匿名寄附
合計　（ア＋イ）

（ア）個人からの寄附

（イ）法人その他の団体からの寄附

（寄附のうち寄附のあつせんによるもの）

（ウ）政治団体からの寄附

　  （うち特定寄附）

  小計　（ア）＋（イ）＋（ウ）

支 出 総 額

収 入 総 額
（前年からの繰越額）
（ 本 年 の 収 入 額 ）

１　収支の総括表

２　収入項目別金額の内訳

十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

４ ４ ５０

２ ２
１ ７ ２ ４ ７ ６

７ ３７ ９
４ ０

０

４ ５０

０ ０

６
４

０
０

９ ０１ ８ ０ ０ ０

０００
０
０

１ ０ ５

０００００３４

１

１

００００４９
００００７３
００００９

００００７３

００００５ ０
０
０
０
０
０
０

甲　乙　会

事務担当者の氏名

活動区域の区分
□２以上の都道府県の区域等　　　□同一の都道府県の区域内

□有
□無

資金管理団体の指定の有無

資金管理団体の指定の期間

公職の種類
資金管理団体
の届出をした
者の氏名

　衆議院議員（現職）

　 山 　 川 　 一 　 郎

収　 支　 報　 告　 書（その１）
平成　　　　○○　　　年分

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

□政治資金規正法第19条の7第１項
　第１号に係る国会議員関係政治団体
□政治資金規正法第19条の７第１項
　第２号に係る国会議員関係政治団体

国会議員関係政治団体の区分

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

公職の種類　衆議院議員（現職）

公職の候補者
の 氏 名

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

（平成　 年　 月　 日開催分）
政治団体の区分

□政　　　　　　　　　党
□政　 党　 の　 支　 部
□政　治　資　金　団　体

□政治資金規正法第18条の２
　第１項の規定による政治団体
□そ の 他 の 政 治 団 体
□その他の政治団体の支部

１　政治団体の名称

山　川　一　郎
３　代 表 者 の 氏 名

乙　野　次　郎
４　会計責任者の氏名

丙　野　三　朗
（電話）03－○○○○－○○○○

（電話）

（電話）

（ふりがな）
こうおつかい

東京都○○区○○町１－１
２　主たる事務所の所在地

山　川　一　郎

収支報告書の記載例（資金管理団体（国会議員関係政治団体））
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政治団体：収支報告書

（その３）

（その４）

（3）　機関紙誌の発行その他の事業による収入

（4）　借入金

○.10.20　東京都○○区○○町○○番地○○会館○○の間
○.７.10　東京都○○区○○町※※ホテル○○の間

金　　　　　額 備　　　　　考

金　　　　　額 備　　　　　考

事業の種類

甲 機 関 誌

借入先

○.２.１
○.４.１
○.７.１

Y銀行（B支店）
Z銀行（C支店）

X銀行（A支店）

乙 機 関 雑 誌
○ ○ パ ー テ ィ ー
△△君を励ます会
書 籍 販 売 事 業

こ の 頁 の 小 計
合 計

こ の 頁 の 小 計
合 計

十億 百万 千 円

十億 百万 千 円

１ ００００ ０
０００５ ０

０

１ ０００４ ０ ０
０

２ ０００９ ０ ０
２ ０００９ ０ ０

０
０００００３２

１ ８ ０ ０ ０ ０
０

０５ ５ ０ ０ ０ ０
００１ ７ ０ ０ ０ ０
０５ ０ ０ ０ ０

００ ８ ０ ０ ０ ０
００

２
２ ８ ０ ０ ０ ０
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会計経理に関する違反

■

■

要　件

罰　則

■解説■

政治団体の会計責任者などが、会計帳簿を備えなかったり、会計帳簿
に記載すべき事項を記載しなかったり、会計帳簿に虚偽の記入をする
こと。

（政治資金規正法９条違反）

次の３つの場合に応じて、処罰の対象者が異なります。
①会計帳簿を備付けなかった場合　

原則として処罰の対象者は会計責任者ですが、会計責任者が長
期不在などでその職務を果たせない場合で職務代行者がその職
務を代行しているときは、会計責任者の職務代行者が処罰の対象と
なります。

②会計帳簿に記載すべき事項を記載しなかった場合
会計責任者または会計責任者の職務代行者のほか、会計責任者
の職務を補佐する者が用いられているときは、その者にも記載義務
が課せられているので、その者も処罰の対象となります。
※記載すべき事項については、P 45〜P 46をご覧ください。

③会計帳簿に虚偽の記入をした場合
誰であれ会計帳簿に虚偽の記入をした者は処罰の対象となります。
この場合の「虚偽の記入」とは、会計帳簿の記載事項について真実
に反した記入をすることをいい、単なる計算誤りのように軽微な過失
によるものは含まれないと考えられています。

故意ではなくても、重大な過失があれば処罰の対象になります。

３年以下の禁錮または50万円以下の罰金（情状により併科）
公民権停止

〔政治資金規正法24条・27条・28条関係〕

会計帳簿の備付け・記載義務違反
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■

■

■

要　件

罰　則

■解説■

政治団体の代表者や会計責任者と意思を通じてその政治団体のた
めに寄附を受けたり、支出をした者が、所定の期間内に明細書を提出
しないこと。また、明細書に記載すべき事項を記載しなかったり、虚偽
の記入をすること。

政治団体のために寄附や政治資金パーティーの対価の支払をあっせ
んした者が、その政治団体の会計責任者に対して、あっせんを終えた
日から７日以内に明細書を提出しないこと。また、明細書に記載すべき
事項を記載しなかったり、虚偽の記入をすること。

（いずれも政治資金規正法10条違反）

明細書に記載すべき事項とは、次のとおりです。
①寄附の受領または支出をした場合は、寄附をした者または支出を受

けた者の氏名・住所など（団体の場合は名称・所在地など）、金額・
年月日（支出の場合はその目的）。

②寄附または政治資金パーティーの対価の支払をあっせんした場合
は、あっせんをした者と寄附者または対価支払者の氏名・住所・職業

（団体の場合は名称・所在地・代表者の氏名）、寄附または対価の
金額・年月日、あっせんに係る金額・これを集めた期間。

虚偽の記入をした者は誰であれ処罰の対象になります。

故意ではなくても、重大な過失があれば処罰の対象になります。

３年以下の禁錮または50万円以下の罰金（情状により併科）
公民権停止

〔政治資金規正法24条・27条・28条関係〕

明細書の提出・記載義務違反

会計経理に関する違反
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関 係 資 料

　　　　改正　昭和二四年　五月三一日法律第一六一号

　　　　　　　同　二五年　四月一五日同　第一〇一号

　　　　　　　同　二七年　七月三一日同　第二六二号

　　　　　　　同　二七年　八月一六日同　第三〇七号

　　　　　　　同　三〇年　一月二八日同　第　　四号

　　　　　　　同　三五年　六月三〇日同　第一一三号

　　　　　　　同　三七年　五月一〇日同　第一一二号

　　　　　　　同　五〇年　七月一五日同　第　六四号

　　　　　　　同　五五年一二月　八日同　第一〇七号

　　　　　　　同　五七年　八月二四日同　第　八一号

　　　　　　　平成　四年一二月一六日同　第　九九号

　　　　　　　同　　五年一一月一二日同　第　八九号

　　　　　　　同　　六年　二月　四日同　第　　四号

 　　　　　　（同　　六年　三月一一日同　第一二号）

　　　　　　　同　　六年　七月　一日同　第　八一号

　　　　　　　同　　六年一一月二五日同　第一〇六号

　　　　　　　同　　九年　五月　九日同　第　四三号

　　　　　　　同　一〇年　五月　六日同　第　四七号

　　　　　　　同　一一年　七月一六日同　第　八七号

　　　　　　　同　一一年　七月一六日同　第一〇四号

　　　　　　　同　一一年一二月二〇日同　第一五九号

 　　　同　一一年一二月二二日同　第一六〇号

 　　　同　一三年　六月　八日同　第　四〇号

 　　　同　一四年　七月三一日同　第　九八号

 　　　同　一四年　七月三一日同　第一〇〇号

 　　　同　一五年　七月一六日同　第一一九号

 　　　同　一六年一二月　一日同　第一五〇号

 　　　同　一六年一二月　三日同　第一五四号

 　　　同　一七年　七月二六日同　第　八七号

 　　　同　一七年一〇月二一日同　第一〇二号

 　　　同　一七年一一月　二日同　第一〇四号

 　　　同　一七年一一月　二日同　第一〇五号

 　　　同　一八年　六月一四日同　第　六六号

 　　 （同　一八年一二月二〇日同　第一一三号）　

 　　　同　一八年一二月二〇日同　第一一三号

 　　　同　一九年　六月　一日同　第　七四号

 　　　同　一九年　七月　六日同　第一〇七号

 　　　同　一九年一二月二八日同　第一三五号

 　　　同　二六年　五月三〇日同　第　四二号

 　　　同　二六年　六月一三日同　第　六七号

 　　　同　二六年　六月一三日同　第　六九号

　政治資金規正法をここに公布する。

目次
　第一章　総則（第一条―第五条）
　第二章　政治団体の届出等（第六条―第十八条の二）
　第三章　 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等（第十九条―第十九

条の六）
　第三章の二　 国会議員関係政治団体に関する特例等
　　第一節　 国会議員関係政治団体に関する特例（第十九条の七―第十九

条の十七）
　　第二節　 登録政治資金監査人（第十九条の十八―第十九条の二十八）
　　第三節　 政治資金適正化委員会（第十九条の二十九―第十九条の

三十七）
　第四章　報告書の公開（第二十条―第二十条の三）
　第五章　 寄附等に関する制限（第二十一条―第二十二条の九）
　第六章　罰則（第二十三条―第二十八条の三）
　第七章　補則（第二十九条―第三十三条の二）
　附則

政治資金規正法

（昭和二十三年七月二十九日）（法律第百九十四号）
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関 係 資 料

第一章　総則
（目的）

第一条　この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の
候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不
断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支
の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることに
より、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とす
る。

  （昭五〇法六四・全改、昭五五法一〇七・平六法四・一部改正）

（基本理念）
第二条　この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であること
にかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、い
やしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用され
なければならない。

２　政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招
くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。

  （昭五〇法六四・全改、昭五五法一〇七・平六法四・一部改正）

（定義等）
第三条　この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
一　政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団
体

二　特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
三　前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う
団体
イ　政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
ロ　特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

２　この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一　当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
二　直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表
選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常
選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選
挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分
の二以上であるもの

３　前項各号の規定は、他の政党（第六条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規
定により政党である旨の届出をしたものに限る。）に所属している衆議院議員又は参議院議員が所
属している政治団体については、適用しない。

４　この法律において「公職の候補者」とは、公職選挙法 （昭和二十五年法律第百号）第八十六条 
の規定により候補者として届出があつた者、同法第八十六条の二若しくは第八十六条の三の規定に
よる届出により候補者となつた者又は同法第八十六条の四の規定により候補者として届出があつた
者（当該候補者となろうとする者及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。）をいう。

５　第二項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政治団体
の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

  （昭五〇法六四・全改、昭五五法一〇七・昭五七法八一・平六法四（平六法一二）・一部改正）
第四条　この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、第八条の三各
号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等（金銭その他政令で定める財産上
の利益をいう。以下同じ。）の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをい
う。

２　この法律において「党費又は会費」とは、いかなる名称をもつてするを問わず、政治団体の党
則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が
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別記
第１号様式（第１条関係）

政　　　　治　　　　団　　　　体　　　　設　　　　立　　　　届
平成　　年　　月　　日　

総 務 大 臣
何（都道府県）選挙管理委員会　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政治団体の名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務所の所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名 � ㊞　
政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

（備考）
１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。
２　政治団体の支部にあつては、「名称」欄にその名称を記載するとともに、当該支部を支部とする政治団体の名称を「（本部）
何々」の例により記載すること。
３　「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署すること。
４　「□」内には、該当するものに「 」を記入することとし、「政治団体の区分」欄の中の該当する「□」に「 」を記入す
るとともに、「国会議員関係政治団体の区分」欄の中の該当する「□」にも「 」を記入すること。
５　「組織年月日」欄には、政治団体の組織の日又は法第３条第１項各号又は第５条第１項各号の団体となつた日を記載する
こと。なお、法第18条の２第１項の規定による政治団体（以下「特定パーティー開催団体」という。）にあつては、政治団
体とみなされることとなつた日を記載すること。
６　「主たる事務所の所在地」欄には、例えば、「東京都千代田区○○町１丁目１番１号○○会館○号室」というように詳細に
記載すること。
７　「主たる活動区域」欄には、２以上の都道府県にわたる政治団体にあつては、例えば、「全国」、「九州各県」、「甲県及び乙
県」というように具体的に記載し、活動区域が１の都道府県の区域内である政治団体にあつては、例えば、「甲県」、「甲町
及び乙町」というように具体的に記載すること。なお、特定パーティー開催団体にあつては、開催する政治資金パーティー
の開催場所を、例えば、「東京都千代田区○○町１丁目１番１号○○会館○○の間」というように詳細に記載すること。
８　「課税上の優遇措置の適用関係の有無」とは、租税特別措置法第41条の18第１項各号のいずれかに該当するか否かにより
記入すること。
９　「代表者である公職の候補者に係る公職の種類」欄及び「公職の候補者に係る公職の種類」欄には、衆議院議員又は参議
院議員の区分により、その職にある者にあつては「衆議院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあ
つては「衆議院議員（候補者等）」の例により記載すること。
10　政党、政治資金団体又はその他の政治団体がこの届出をする際には、法第６条第２項に規定する綱領、党則、規約その他
の政令で定める文書を併せて提出すること。なお、特定パーティー開催団体にあつては、開催計画書その他の政令で定める
文書を併せて提出すること。

設立─政治団体： 共通

名　　　称

（ふ　り　が　な） 政治団体の区分

□ 政 党
□ 政 党 の 支 部
□ 政 治 資 金 団 体
□ 政治資金規正法第 18 条の２
　 第１項の規定による政治団体
□ そ の 他 の 政 治 団 体
□ その他の政治団体の支部

国会議員関係政治団体の区分

□ 政治資金規正法第 19 条の７
　 第 １ 項 第 １ 号 に 係 る
　 国 会 議 員 関 係 政 治 団 体
□ 政治資金規正法第 19 条の７
　 第 １ 項 第 ２ 号 に 係 る
　 国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

目 　 　 　 的 別紙のとおり 組 織 年 月 日 平成　　年　　月　　日
主たる事務所の
所 在 地

（〒　　　）
（電話　　　　　　　　　　　　　　　）

主たる活動区域

代 表 者 （氏
ふ り が な

　　名） （〒　　　）（住所）
　　　　　 （電話） （生年月日） （選任年月日）

会 計 責 任 者

会 計 責 任 者 の
職 務 代 行 者

支 部 の 有 無 □　　　有
□　　　無

課 税 上 の 優 遇 措 置
の 適 用 関 係 の 有 無

□　　　　　有
□　　　　　無

政 治 資 金 規 正 法 第 19 条 の ７
第 １ 項 第 １ 号 に 係 る
国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

代表者である公職の候補者に係る公職の種類

政 治 資 金 規 正 法 第 19 条 の ７
第 １ 項 第 ２ 号 に 係 る
国 会 議 員 関 係 政 治 団 体

公職の候補者の氏名 公職の候補者に係る公職の種類
（ふ　り　が　な）
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第２号様式（第２条関係）

所　属　国　会　議　員　届

平成　　年　　月　　日　

総務大臣　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政党の名称

　本政党に所属する衆議院議員又は参議院議員について、下記のとおり届け出ます。

記

（備考）
１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。
２　「選挙区」欄には、参議院比例代表選出議員については「比例代表」と記載す
ること。
３　令第１条第１項に規定する場合にあつては、「備考」欄に「前議員」と記載す
ること。

氏　　   名 選 挙 区 選挙執行年月日 備　　　考衆議院議員又は
参議院議員の別

設立─政治団体： 政党
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